
計  画  書 

 

 

阪神間都市計画下水道の変更（尼崎市決定） 

 

 

 

都市計画尼崎市公共下水道「４．その他施設」中 東部処理場を次のよ

うに変更し、同「４．その他施設」中 東部雨水ポンプ場を追加する。 

４．その他の施設 

内 訳 位     置 備   考 

東部処理場 尼崎市西松島町及び東松島町地内 面積 約 88,000 ㎡ 

東部雨水ポンプ場 尼崎市東本町１丁目地内 面積 約 20,300 ㎡ 

 

「区域は計画図表示の通り」 

 

 

理    由 

別添理由書のとおり 

 

（案）


